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地下水採取規制・保全等に関する条例等の制定状況

○３２都道府県、３８５市区町村において、５１７件の条例・要綱等※が制定されている。
（平成２３年３月時点、国土交通省水資源部調べ）

※条例等５１７件の内訳は、条例４２０件、要綱７９件、指針・要領・方針・計画等１８件
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地下水採取規制・保全等に関する条例等の制定目的

○ 地盤沈下防止や地下水保全を主目的とした条例が多い。
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「地盤沈下防止」

・公害防止条例、環境基本条例、生活環境保全条例など、公害の
防止や環境保全のための措置の中に、地盤沈下の防止を目的と
した地下水の規定も含むもの。

・地下水保全条例などのうち、地盤沈下防止のため、地下水の採
取規制等の措置を規定したもの

「地下水保全」

・環境基本条例、生活環境保全条例など、環境保全のための措置
の中に、地下水の保全を目的とした規定も含むもの

・地下水保全条例、湧水保全条例、雨水浸透に関する要綱など、地
下水の適正利用、涵養の推進、湧水保全のための措置を規定し
たもの

「水道水源保全」

・水道水源保護条例など、水源保護のための地下水の採取規制、
水質保全、開発行為規制等の措置を規定したもの

・環境保全条例などのうち、水道水源保護のための措置を規定し
たもの

【凡例】



地下水採取にあたり許可・届出が必要な条例等

○ 地下水採取にあたり、「許可・協議等」規定がある条例等は１３９件。
「届出のみ」の規定は１５０件

○ ６５４市区町村において「許可・協議等」または「届出」が必要。
○ 関東地方について、許可・届出等が必要な自治体が多い。

３注）全国計：「許可・協議等」139件、「届出のみ」150件、「規定なし」２２８件

地下水採取にあたり「許可・協議等」又は「届出」が必要な市
区町村の割合



地下水採取に関する許可等の要件 １／２

○ 地下水採取量、吐出断面積などが、主な許可要件

４



地下水採取に関する許可等の要件 ２／２

○ 「水道水源に影響を与えないこと」など抽象的な表現もある。
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地盤沈下や水道水源に対して影響のない深度での地下
水採取を要件としていると考えられる。

※条例等による許可基準等から件数を抽出。許可以外に事前
協議の要件なども含む。



規制対象区域と例外規定について

○ 条例の約半数が自治体の全域を
対象範囲としている。

６

○ 公共用については、地下水採取規
制の対象外とする条例が多い。

※地下水採取にあたり
「許可、承認基準等」規定がある条例等１３９件から、抽出



【参考】都市用水（生活用水、工業用水）の地下水依存率
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